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注　
　
意

●
高
齢
受
給
者
証
は 

 
 

世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す

高
齢
受
給
者
証
は
、
世
帯
主
の
宛
名

で
郵
送
し
ま
す
。
世
帯
主
が
高
齢
受
給

者
証
の
交
付
対
象
者
で
は
な
い
世
帯
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
生
年
月
日
が
昭
和
21
年
８
月
１
日 

 

以
前
の
か
た
に
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん

生
年
月
日
が
昭
和
21
年
８
月
１
日
以

前
の
か
た
は
、
８
月
１
日
以
降
は
高
齢
受

給
者
証
が
必
要
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、高
齢
受
給
者
証
は
郵
送
し
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
か
た
に
は
、
75
歳
の
誕
生

日
ま
で
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。
75
歳
の
誕
生
日

以
降
は
、
こ
の
保
険
証
１
枚
の
み
で
医

療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
来
年
の
７
月
31
日
ま
で
の
間

に
75
歳
に
な
る
か
た
の
高
齢
受
給
者
証

は
、
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
有
効
期

限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
保
険
課
国
保
係　
☎︎
43
‐
７
０
４
７

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
保
加
入
者
に
は
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
、
保
険
証
と
一
緒
に
一

部
負
担
金
（
医
療
費
自
己
負
担
分
）
の
割
合
を
示
す
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
提
示

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
か
た
に
は
、
新
し

い
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

負
担
割
合

現
役
並
み
所
得

の
か
た

３
割

現
役
並
み
所
得

以
外
の
か
た

２
割

※�

現
役
並
み
所
得
の
か
た
に
つ
い

て
の
詳
細
は
、
３
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

８
月
１
日
以
降
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
令
和
２

年
中
の
収
入
・
所
得
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
高
齢
受

給
者
証
の
「
一
部
負
担
金
の
割
合
」
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

自
分
が
ど
の
負
担
割
合
に
該
当
す
る
か
は
、
下
記
の

表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
１
日
か
ら
の

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
す

見 本見 本



［2］令和 3年 7月号

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
請
求
が
月
ご
と

に
所
定
の
限
度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
入
院

時
の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

※�

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定

証
の
有
効
期
限
は
、
令
和

３
年
７
月
31
日
で
す
。

※�

８
月
以
降
も
認
定
証
が
必

要
な
か
た
は
、
８
月
に
入

っ
て
か
ら
窓
口
で
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
交
付
に
は 

 

申
請
が
必
要
で
す
！

希
望
す
る
か
た
は
、申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
申
請
に
必
要
な
も
の

•�

保
険
証

•�

高
齢
受
給
者
証（
70
歳
か
ら
74
歳
の
か
た
）

※�

転
入
し
た
か
た
は
転
入
前
の
市
町
村
の
所
得
と
課

税
状
況
が
わ
か
る
証
明
書
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

★
申
請
場
所

○
保
険
課
国
保
係

○
比
内
・
田
代
総
合
支
所　

市
民
生
活
係

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

医
療
費（
一
部
負
担
金
／
月
額
）が
所
定
の
限
度
額

に
抑
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯

•�

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保

加
入
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た

（
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
非

課
税
で
あ
る
こ
と
）

市
民
税
非
課
税
世
帯　
低
所
得
Ⅱ

•�

国
保
高
齢
受
給
者（
70
～
74
歳
）で
、
世
帯
主
及
び
国

保
加
入
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た

市
民
税
非
課
税
世
帯　
低
所
得
Ⅰ

•�
国
保
高
齢
受
給
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保
加
入
者

全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
あ
り
、
※

前
年
中
の
基

準
所
得
が
０
円
の
世
帯
の
か
た

※�

前
年
中
…
令
和
３
年
８
月
１
日
以
降
に
交
付
す
る

場
合
は
「
令
和
２
年
中
」

※�

基
準
所
得
が
０
円
…
一
人
世
帯
で
年
金
収
入
の
み

の
場
合
は
80
万
円
以
下

限
度
額
適
用
認
定
証

入
院
時
の
食
事
代
の
減
額
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
医
療
費
が
所
定
の
限
度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

一
般
世
帯
・
上
位
所
得
世
帯

•�

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保
加

入
者
の
中
に
市
民
税
課
税
者
が
い
る
世
帯
の
か
た

現
役
並
み
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ

•�

国
保
高
齢
受
給
者
で
、

世
帯
内
に
70
～
74
歳
か

つ
市
民
税
課
税
標
準
額

が
１
４
５
万
円
以
上
６

９
０
万
円
未
満
の
国
保

加
入
者
が
い
る
か
た

国
保
高
齢
受
給
者（
70
～
74
歳
）で
区
分
が

一
般
の
か
た
及
び
現
役
並
み
所
得
Ⅲ
の
か
た

は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

医
療
機
関
等
で
は
、
高
齢
受
給
者
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

事
前
に
区
分
を
知
り
た
い
か
た
は
左
記
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　
保
険
課
国
保
係　
☎︎
43
‐
７
０
４
７

ご
利
用
く
だ
さ
い
！
　
限
度
額
適
用
認
定
証
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医療機関での自己負担限度額（月額）

★70歳未満のかた★
所得区分 総所得金額等※ 区分 ３回目までの限度額 ４回目からの限度額

（過去12カ月）

上位所得世帯
901万円超 ア 252,600円＋（総医療費−842,000円）×1％ 140,100円

600万円超�
901万円以下 イ 167,400円＋（総医療費−558,000円）×1％ 93,000円

一 般 世 帯

210万円超�
600万円以下 ウ 80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％

44,400円
210万円以下 エ 57,600円

市民税非課税世帯 オ 35,400円 24,600円

総所得金額等＝総所得金額（収入総額−必要経費−給与所得控除−公的年金等控除）−基礎控除
•�所得の申告がない場合は、区分「ア」になります。
•�同じ医療機関で入院・外来・歯科がある場合や、複数の医療機関で受診している場合などは、それぞれ
で21,000円以上の支払いがあれば合算します。21,000円未満のものは対象外です
•�同じ世帯の2人以上のかたに支払いがある場合は、21,000円以上の支払いがあれば合算できます。

★70歳以上のかた★
所得区分 市民税課税標準額 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者Ⅲ 690万円以上
現役並み所得者は
外来（個人単位）

なし

252,600円＋（総医療費−842,000円）×１％
（過去12カ月間で4回目からは140,100円）

現役並み所得者Ⅱ 380万円以上�
690万円未満

167,400円＋（総医療費−558,000円）×１％
（過去12カ月間で4回目からは93,000円）

現役並み所得者Ⅰ 145万円以上�
380万円未満

80,100円＋（総医療費−267,000円）×１％
（過去12カ月間で4回目からは44,000円）

一　　　般 145万円未満�
の課税世帯※

18,000円
◆年間144,000円

57,600円
（過去12カ月間で4回目からは44,400円）

低所得者Ⅱ
Ｐ２参照 8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

※�世帯収入の合計額が520万円（1人世帯の場合は383万円）未満の場合及び旧ただし書き所得の合計額
が210万円以下の場合も含む。
◆�年間上限額は、８月診療分から翌年７月診療分の１年間で計算します。申請の対象となるかたには、市
から通知をお送りします。

国民健康保険一部負担金徴収猶予及び免除制度
　次のような事情により生活が著しく困難となった場合は、一部負担金の徴収猶予または免除を受け
ることができます。
　①�震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、または障害者となった、もしくは資

産に重大な損害を受けたとき
　②�干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少
したとき

　③事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

　要　件
　入院療養を受ける被保険者がいること
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後
期
高
齢
者
医
療
の
「
保
険
証
」
が
新
し
く
な
り
ま
す
の
で
、
７
月
下
旬
に
加
入
者
全
員
に
郵
送
し
ま
す
。
申
請
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

８
月
１
日
以
降
は
、
郵
送
さ
れ
た
新
し
い
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
被
保
険
者
の
所
得
に
よ
っ
て
、
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
が
１
割
の
か
た
と
３
割
の
か
た
が
い

ま
す
の
で
、
保
険
証
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

75歳以上
のかた

新
し
い
保
険
証
は
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
ま
す

保
険
料
決
定
通
知
書
が
７
月
中
旬
に
届
き
ま
す

令
和
２
年
中
の
所
得
に
よ
り
計
算
し
た
令
和
３
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知
書
を
、

７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
は
、
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
）か

普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る
徴
収
）で
の

納
付
に
な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
の
か
た
は
、
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

特
別
徴
収
で
の
納
付
に
な
っ
て
い
る
か
た
は
、
特
別
徴

収
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
保
険
料
の
算
定
に
つ
い
て

○
今
年
度
の
保
険
料
の
計
算

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、
加
入
者
全
員
に

等
し
く
収
め
て
い
た
だ
く
均
等
割
額
４
万
３
１
０
０
円

と
、
被
保
険
者
本
人
の
基
礎
控
除
（
43
万
円
、
昨
年
度
は

33
万
円
）
後
の
総
所
得
額
８
・
38
％
の
所
得
割
額
の
合
計

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
年
間
保
険
料
の
限
度
額
は
64
万
円

で
す
。

○
均
等
割
の
軽
減
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

令
和
３
年
度
か
ら
、
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
総
所

得
金
額
が
基
礎
控
除
額
を
超
え
な
い
世
帯
の
均
等
割
軽
減

は
７
・
75
割
か
ら
本
来
の
７
割
に
な
り
ま
す
。

軽
減
の
詳
細
に
つ
い
て
は
保
険
料
決
定
通
知
書
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
一
部

負
担
割
合
１
割
、区
分
Ⅰ・Ⅱ
）を
お
持
ち
の
か
た
へ

世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た
は
、
１

カ
月
の
医
療
費
一
部
負
担
額
と
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額

に
な
る
「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
引
き
続
き
該
当

と
な
る
か
た
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
保
険
証
と
一
緒
の

台
紙
で
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く
だ

さ
い
。

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
か
た
に
は
、
認

定
証
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
。
該
当
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か

た
で
、
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証（
一
部
負
担
割
合
３
割
、

現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ・Ⅱ
）を
お
持
ち
の
か
た
へ

一
部
負
担
割
合
が
３
割
の
か
た
は
、
市
民
税
課
税
標
準

額
に
よ
り
３
つ
の
区
分
に
分
か
れ
ま
す
。
現
役
並
み
所
得

者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
か
た
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
引
き
続
き
該
当

と
な
る
か
た
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
保
険
証
と
一
緒
の

台
紙
で
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く
だ

さ
い
。

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
か
た
に
は
、
認

定
証
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
。
該
当
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か

た
で
、
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
保
険
課
医
療
給
付
係　
☎︎
43
‐
７
０
４
６

紫色
【有効期限】

令和４年７月31日



［5］ 令和 3年 7月号

交
通
事
故
な
ど
で
、
自
分
以
外
の
者（
加
害
者
）か
ら
受

け
た
け
が
や
病
気
の
こ
と
を
、
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

と
言
い
ま
す
。

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
で
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
ら
れ

た
か
た
は
、必
ず
市
役
所
保
険
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
交
通
事
故
の
場
合
は
必
ず
警
察
へ
も
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

•�

保
険
証

•�

は
ん
こ

•�

交
通
事
故
証
明
書（
交
通
事
故
の
場
合
。
後
日
で
も
可
）

交
通
事
故
な
ど
の
と
き
、 

保
険
証
は
使
え
る
の
？

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
の
医
療
費
は
、
加
害
者
が
全

額
負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
実
際
に
は
加
害
者
と
の

話
し
合
い
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
た
め
に
、
保
険

証
を
使
用
す
る
こ
と
で
一
時
的
に
健
康
保
険
が
被
害
者
の

保
険
給
付
分（
７
～
９
割
）を
立
て
替
え
、
後
日
加
害
者
へ

請
求
す
る
こ
と
で
、
被
害
に
あ
っ
た
か
た
の
負
担
を
軽
減

し
ま
す
。

こ
の
立
て
替
え
分
を
加
害
者
へ
請
求
す
る
に
は
、
相
手

方
の
情
報
や
事
故
の
状
況
な
ど
を
詳
し
く
知
る
必
要
が
あ

り
、
届
け
出
の
書
類
は
そ
の
た
め
に
記
入
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

「
第
三
者
行
為
」
に
該
当
す
る
の
は 

 

次
の
よ
う
な
と
き

□
交
通
事
故

バ
イ
ク
や
自
転
車
同
士
、�

自
転
車
と
歩
行
者
の
事
故
も

第
三
者
行
為
に
な
り
ま
す
。

□ 

他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
て
け
が
を
し
た

□ 

他
人
に
不
当
な
暴
力
を
受
け

て
け
が
を
し
た

例
：�

夜
道
を
歩
い
て
い
た
ら
、

泥
酔
し
た
見
知
ら
ぬ
男
に

す
れ
違
い
ざ
ま
に
い
き

な
り
殴
ら
れ
け
が
を
し
た

□
自
宅
以
外
の
建
物
や
設
備
の
欠
陥
で
け
が
を
し
た

例
：�

店
で
買
い
物
を
し
て
い
た
ら
、
天
井
か
ら
つ

り
看
板
が
落
下
し
て
き
て
頭
に
当
た
り
け
が

を
し
た

□ 

ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
中
、

他
の
人
と
ぶ
つ
か
っ
て
け
が
を
し
た

□
飲
食
店
で
出
た
料
理
を
食
べ
て
食
中
毒
に
な
っ
た

第
三
者
行
為
の
確
認
に 

　
　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

保
険
課
で
は
適
正
な
医
療
費
の
給
付
を
行
う
た
め

に
、
け
が
や
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
被
保
険
者
の
か
た

へ
封
書
な
ど
で
問
い
合
わ
せ
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
窓
口
に
て
、
各
種
手
続
き
の
際
に
第
三
者
行
為

に
よ
る
傷
病
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

過
去
に
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
の
治
療
を
行
っ

た
が
、
届
け
出
を
し
て
い
な
い
と
い
う
か
た
も
保
険

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
加
害
者
へ
の
請
求
の
時
効

が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
過
去
の
治
療
分
で
も
請

求
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

届
け
出
を
す
る
前
に
示
談
が
成
立
し
た
り
、
加
害

者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
す
る
と
保
険
証
が

使
え
な
く
な
り
ま
す
。
示
談
の
前
に
保
険
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

〇
国
保
税
や
保
険
料
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す

も
し
健
康
保
険
が
加
害
者
に
治
療
費
を
請
求
で
き
な

い
と
、
そ
の
治
療
費
分
、
市
や
県
な
ど
の
保
険
負
担
が

増
し
て
し
ま
い
ま
す
。
保
険
負
担
の
増
加
は
そ
の
ま
ま

皆
さ
ん
の
支
払
う
国
保
税
や
保
険
料
の
負
担
増
加
の
原

因
に
も
な
り
ま
す
。届
出
は
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

国
民
健
康
保
険
の
か
た

　
　
　
・
保
険
課
国
保
係　
　
　
☎︎
43
‐
７
０
４
７

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
か
た

　
　
　
・
保
険
課
医
療
給
付
係　
☎︎
43
‐
７
０
４
６

交
通
事
故
な
ど
、第
三
者
行
為
で
の
け
が
・
病
気
の
と
き
は
連
絡
を
！



［6］令和 3年 7月号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
大
幅
に
減
少
し
た
世
帯
に
つ
い
て
、
所
定
の
減
免
基
準
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
税
を
減
免
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
世
帯
●

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
納
税
義
務
者（
生
計
維
持
者
が
別
に
い
る
場
合
は
そ
の
も
の
を
含
む
）が
死

亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
納
税
義
務
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収
入
ま
た
は
給

与
収
入
の
減
収
が
見
込
ま
れ
、
次
の
ア
か
ら
ウ
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯

ア
・
事
業
収
入
な
ど
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等
の
額
の
10
分
の
３
以
上

イ
・
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
千
万
円
以
下

ウ
・
減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
な
ど
に
係
る
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

※
年
金
収
入
の
み
の
か
た
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

●
申
請
書
類
●

①
国
民
健
康
保
険
税
減
免
申
請
書

②
令
和
３
年
分
収
入
見
込
申
告
書

③
令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類（
出
納
帳
・
給
与
明
細
な
ど
の
写
し
）

④
令
和
２
年
分（
１
月
～
12
月
）の
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類（
確
定
申
告
書
・
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
写
し
）

※��

①
・
②
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
記
入
・
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

収
入
確
認
書
類
は
、
原
本
で
は
な
く
複
写（
コ
ピ
ー
）し
た
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
を
依
頼
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
方
法
●

窓
口
の
混
雑
を
防
ぐ
た
め
、
原
則
郵
送
で
左
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

日
中
連
絡
の
つ
く
連
絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
〒
０
１
７
‐
８
５
５
５　
大
館
市
字
中
城
20
番
地　
大
館
市
役
所

税
務
課
市
民
税
係（
減
免
申
請
）　
☎︎
43
‐
７
０
３
３ 

保
険
証
の
紛
失
に
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い

保
険
証
を
紛
失
し
た
た
め
、
再
交
付
申
請
を
す
る
か
た

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
を
受
診
の
際
は
、
必

ず
保
険
証
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
保
険
証
に
は
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
な
ど
、

加
入
者
の
重
要
な
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
保

険
証
は
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

●
保
険
証
の
再
交
付
申
請
件
数　

•�

令
和
元
年
度　
３
３
２
件

•�

令
和
２
年
度　
２
５
４
件

国
保
保
険
証
を
紛
失
し
な
い
た
め
に

•�

保
険
証
の
更
新
時
期
を
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う

新
し
い
保
険
証
は
、
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
右
上
に

記
載
さ
れ
た
有
効
期
限
の
１
～
２
週
間
前
に
、
世
帯
主
の

宛
名
で
封
筒
に
入
っ
て
郵
送
さ
れ
ま
す
。
有
効
期
限
の
１

～
２
週
間
前
は
、郵
便
物
を
こ
ま
め
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

•�

届
い
た
保
険
証
は
封
筒
か
ら
出
し
て
保
管
し
ま
し
ょ
う

封
筒
に
保
険
証
を
入
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
他
の

郵
便
物
を
廃
棄
す
る
と
き
に
誤
っ
て
一
緒
に
廃
棄
し
て
し

ま
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
封
筒
か
ら
出
し
て
保
管
し

ま
し
ょ
う
。　
　

国

保

か

ら

の

ご

案

内



［7］ 令和 3年 7月号

「
フ
レ
イ
ル
」
と
は

高
齢
期
に
な
っ
て
、
心
身
の
活
力（
筋
力
や
運
動
能
力
、

認
知
機
能
、
社
会
活
動
な
ど
）
が
低
下
し
た
状
態
を
『
フ

レ
イ
ル
』
と
い
い
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
は
、
健
康
と
要
介
護
の
間
に
あ
る
「
虚
弱
」

を
指
し
、「
要
介
護
」
に
な
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
早
め
に
生
活
習
慣
を
見
直
し
、
必
要
な
医
療

を
受
け
る
こ
と
で
、「
健
康
」
な
状
態
に
戻
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

外
出
自
粛
に
よ
る 

　
フ
レ
イ
ル
に
注
意
！

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
外
出
自

粛
の
動
き
が
続
く
中
、
体
を
動
か
さ
な
い
こ
と
に
よ

る
健
康
へ
の
影
響
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

外
出
が
減
る
と
、
歩
数
が
減
る
な
ど
身
体
活
動
量

が
減
る
た
め
、
食
欲
や
栄
養
状
態
が
低
下
し
、
そ
の

結
果
、
筋
肉
量
が
減
っ
た
り
、
刺
激
が
減
る
こ
と
で

脳
の
働
き
も
衰
え
た
り
す
る
な
ど
の
悪
循
環
が
起
き

や
す
く
な
り
ま
す
。

こ
の
外
出
自
粛
に
よ
る
悪
循
環

を
防
ぐ
こ
と
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
対

策
で
も
重
要
で
す
。

高
齢
者
の
保
健
事
業
と 

 

介
護
予
防
の
一
体
的
な
実
施

75
歳
の
後
期
高
齢
者
に
な
る
と
、
国
民
健
康
保
険
や
健

康
保
険
組
合
等
の
医
療
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
と
移
行
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
移
行
時
に
被
保
険
者
の
情
報
が
連
携
さ
れ

な
い
こ
と
や
医
療
保
険
者
に
よ
る
保
健
事
業
と
介
護
保
険

者
に
よ
る
介
護
予
防
事
業
が
別
々
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
な

ど
、
健
康
状
況
や
生
活
機
能
の
課
題
が
一
体
的
に
対
応
で

き
て
い
な
い
と
い
う
制
度
上
の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
高
齢
者
の
心
身
の
多
様

な
課
題
に
対
応
し
、き
め
細
か
な
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、

高
齢
者
の
保
健
事
業
や
介
護
保
険
の
地
域
支
援
事
業
を
一

体
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
予
防
の
取
り
組
み

管
理
栄
養
士
や
保
健
師
・
看
護
師
な
ど
の
医
療
専
門
職

が
、
地
域
に
出
向
き
、
健
康
づ
く
り
の
お
手
伝
い
を
し
ま

す
。

市
か
ら
委
託
を
受
け
た
事
業
所
の
管
理
栄

養
士
等
が
、
サ
ロ
ン
な
ど
の
通
い
の
場
や
市

民
が
集
ま
る
場
に
伺
い
、
フ
レ
イ
ル
予
防
の

た
め
の
多
面
的
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

•�

日
頃
の
生
活
に
役
立
つ
「
健
康
講
話
」

•�

専
門
家
を
招
い
て
の
「
健
康
講
座
」

•�

体
組
成
測
定
や
握
力
測
定
な
ど
の
「
フ
レ

イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
測
定
」

•�

日
頃
の
心
配
を
解
消
す
る
「
健
康
相
談
」

な
ど

個
々
の
生
活
習
慣
病
リ
ス
ク
や
生
活
機
能

低
下
の
リ
ス
ク
に
応
じ
て
、
疾
病
予
防
・
重

症
化
予
防
の
た
め
の
包
括
的
な
支
援
を
行
い

ま
す
。

•�

低
栄
養
予
防
の
た
め
の
栄
養
指
導

•�

糖
尿
病
や
高
血
圧
症
の
重
症
化
予
防
の
た

め
の
保
健
指
導

•�

適
正
な
医
療
の
受
診
や
服
薬
管
理
の
相
談

•�

健
康
状
態
の
確
認
の
た
め
の
戸
別
訪
問な

ど

地
域
で
取
り
組
む
高
齢
者
の『
フ
レ
イ
ル
予
防
』 

保
険
課
医
療
給
付
係　
☎︎
43
‐
７
０
４
６

市民が集まる場への支援個別的な支援

サロン等での健康
講話、健康状態の
確認　など

生活機能
の改善

介護予防事業等

健康診査、訪問、
相談、保健指導
　　　　　など

疾病予防・
重症化予防

保健事業

一体的実施イメージ図

一体的にフレイル対策に取り組む

令和３年度は、大館（東中学区）・釈迦内・
長木・上川沿・十二所・花岡・矢立地区、
比内地域で実施しています。



［8］令和 3年 7月号

フッ化物洗口は生え始めの歯に効果大！
フッ化物洗口とは、フッ化物を含む洗口液でブ
クブクうがいをしてむし歯を予防する方法です。
生えたての永久歯の歯質はやわらかく、むし歯に
なりやすくなっています。そのため子どものむし
歯は４～５歳ごろから増えはじめ、この時期から
の洗口開始が推奨されています。また、歯の生え
かわりなどで歯ブラシが届きにくい所へもフッ化
物洗口液はすみずみまで行き届きます。

市のフッ化物洗口事業と効果

〈フッ化合物配合歯みがき粉 使用量のめやす〉
❶�生えはじめ～２歳頃�
切った爪程度の量
❷３～５歳頃� ５㎜位
❸６～ 14 歳頃� １㎝位

問い合わせ：健康課　☎４２－９０５５

健康だより

※学校保健統計調査結果より

むし歯の原因と予防方法

フッ化物にはどんな効果があるの？

①歯を強くする

②初期のむし歯を元に戻す

③むし歯菌の働きを抑える

市では、平成 22 年度から年長児（ほとんどの
保育園等で実施）、平成 25 年度からすべての大
館市立の小学校と中学校において希望者に対しフ
ッ化物洗口を実施しています。平成 24 年度（フ
ッ化物洗口前）に比べると、フッ化物洗口による
効果が見えてきていることが分かります。

フッ化物を最大限に生かす方法
•� うがいは少量の水で１回だけにする。
•�歯みがき後、最低 30 分間は飲食をしない。

～フッ化物を上手に使ってむし歯を予防しよう～

参考：秋田県健康づくり推進課「子どもの健口づくりリーフレット」
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※大館市のデータは
　市立中学１年生対象
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たしかにフッ化物は歯を強くします。しかし決してむし
歯にならないというわけではありません。毎日しっかり歯
みがき（仕上げ歯みがき）をした上でフッ化物を利用し、永
久歯のむし歯を予防しましょう。
また、定期的に歯科医院を受診しましょう。


